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住民監査請求について（通知） 

 

 

 平成２９年２月２日付で収受した三田市職員措置請求書（住民監査請求書）につ

いては、別添のとおり、地方自治法第２４２条に規定する住民監査請求として受理

できないものであると判断しましたので通知します。 
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住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求についてについてについてについて    

 

第１ 請求人の住所・氏名 

  ■■■■■■■■■■■■■■ 

   ■ ■ ■  ■ ■ 

 

第２ 請求の要旨 

  請求人からの請求の要旨については、下記のとおりと解しました。 

 １ 請求の理由 

  ⑴ 前書き 

    今回の類似案件として、平成２８年９月１２日付で住民監査請求（以下

「前回の住民監査請求」という。）を提出し、同年１１月１１日付で監査結

果（以下「前回の監査結果」という。）が通知されている。 

    昭和５７年（行ツ）第１６４号 町有財産売却処分違法確認等及び共同訴

訟参加の判例（昭和６２年２月２０日 最高裁判所第二小法廷 判決 民集

第４１巻１号１２２頁。以下「本件判例」という。）の前半部分には、「同一

住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行

為又は怠る事実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないも

のと解するのが相当である。」とある。この許されないという判断の根拠が、

本件判例の後半にて丁寧に説明されていることから、この内容を熟読した上

で、改めて、この監査請求を類似案件としてではなく、未監査案件または、

新規案件として提出する。平成２９年２月１２日に予定されている■某■■

連合自治会（現時点において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「自治法」という。）第２６０条の２第１項の規定に基づく認可を受けた地

縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）ではない。以下「本件連合

自治会」という。）のやり直しの総会の開催により、「本件コミセン建物を本

件連合自治会に譲渡することについては、何ら不合理な点はないとともに、

譲渡に係る処分価額について無償としたことについても、不合理な点がある

ものではない」、「本件連合自治会の認可地縁団体としての不備等についての

当否を判断するまでもなく、本件無償譲渡は不法・無効なものには当たらな

いものであり、違法・不当な財産の処分にも当たらない」という前回の監査

結果は、修正せざるを得なくなる。いや、覆る。 

    一事不再理は原則であるが、今回の住民監査請求は、最高裁判所において

も、真犯人が名乗り出たというような、判決が覆るような新証拠が出た場合

に、再審査をする事例に該当すると思われる。新証拠を提示しただけでは再

審査はしないという判例に妥当性はあるが、新証拠により、判決が覆るよう

な可能性がある時は、再審査はあり得る。よって、「過日、監査をしたの
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で・・・」とするのではなく、監査で欠けていた内容を改めて監査し、さら

に、やり直しの総会の開催が決定したという事実を新規に加え、請求人に通

知するという認識で、この監査請求を捉えるべきである。 

    ただし、過日の指摘と同等と捉えてはならない。現時点では「本件連合自

治会の認可地縁団体としての不備等についての当否を判断するまでもな

く・・・」というレべルを越えている。平成２８年度の本件連合自治会は、

存在しないという事態に至っていることから、監査をやり直すのではなく、

新しい監査請求であると捉えるべきである。今回の住民監査請求は、平成２

８年度の本件連合自治会は、存在しないという訴えにより、前回の監査結果

を全面否定している。前回の監査結果を覆すような、再審査を可能にする、

新証拠を提示している。 

    この新しい住民監査請求の提出の根拠は、「本件連合自治会の認可地縁団

体としての不備等についての当否を判断するまでもなく・・・」という前回

の監査結果が判例に該当しないと判断できるからである。この判例は、自治

法第２４２条の２の訴訟への可能性はもちろん、訴訟の時に、訴訟内容に、

監査請求時にはなかった新規内容を加えることができるという解釈も挙げて

いる。この判例の主旨は、監査委員は住民監査請求の問題を総合的に監査し

ているので、少し違った別の違法事由で「これを繰り返すことを認める必要

も実益もない」というように、既になされている監査を善意で捉えており、

この論は理解できる。しかし、本件判例は「監査委員は～略～住民が主張す

る事由以外の点にわたって監査することができないとされているものではな

く」、もっともっとしっかり監査していると善意の理解であり、一部分しか

監査していないなどは、論外である。したがって、まさか、一部分をカット

しているなどは、この判例の裁判官にとって論外である。ここで指摘してい

る「本件連合自治会の認可地縁団体としての不備等についての当否を判断す

るまでもなく・・・」という前回の監査結果は、とても善意の監査をしてい

ると解釈できない。 

    過日、抗議文を提出し、わかりやすく、「Ａが○でもＢが×なら、総合す

ると×ではないか」と記載している。この「Ｂが×なら・・・」を判断して

いない前回の監査結果を、判例と同等の善意の監査と捉えることができない。

○だけを調査し、×を調査しない監査なら、当然、監査結果は○になる。現

実問題として、「総会をやり直す、つまり現時点では不存在である。」という、

Ｂが×になる明確な実態が現出している。前回の住民監査請求における指摘

である。よって、判例のように、総合的に監査をしたと主張することはでき

ないと考える。ましてや、この住民監査請求は、判例のように、別の内容を

新規に追加提示し、別の観点から監査を請求するようなものではない。既に

提示されている内容をカットして監査している前回の監査結果に、この判例

を根拠にする資格はない。 
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    新しい証拠として、本件連合自治会の現状を下記のとおり提示する。前回

の住民監査請求の時点から状況が大きく変化している。平成２８年９月１日、

本件連合自治会は不存在である。 

   ア 本件連合自治会は、平成２８年度の全役員を決め直す総会を平成２９年

２月１２日に開催することを決定した。平成２８年４月１０日に開催した

定期総会をやり直すという総会である。平成２７年度の事業報告、決算報

告などの承認に引き続き、平成２８年度の事業計画、予算計画の承認、平

成２８年度の全役員を選任する。 

   イ 引き続いて、平成２８年度の新しいメンバーによる第１回理事会にて、

「追認」という手続きをとることを平成２９年３月１２日に予定している。

しかるに、伝え聞くところでは、■某■■コミュニティセンター（以下

「本件コミセン」という。）に関する議題は、２月のやり直しの総会、３

月の理事会では、棚上げになるとの話もある。すると、「本件コミセン建

物を本件連合自治会に譲渡することについては、何ら不合理な点はないと

ともに、譲渡に係る処分価額について無償としたことについても、不合理

な点があるものではない」とした前回の監査結果は、その価値を失う。ホ

ームページ掲載内容を修正するべきである。 

    結果はまだ流動的であるが、少なくとも、平成２８年９月１日付のコミュ

ニティセンターの無償譲渡に係る覚書（以下「本件無償譲渡に係る覚書」と

いう。）の締結は、本件連合自治会がその時点において存在していないので

無効である。不合理がある。本件コミセンを本件連合自治会に無償譲渡する

ことに「本件コミセン建物を本件連合自治会に譲渡することについては、何

ら不合理な点はないとともに、譲渡に係る処分価額について無償としたこと

についても、不合理な点があるものではない」という監査結果は出せない。

前回の監査結果のように、甲＝三田市の観点からは、仮に○であったとして

も、乙＝本件連合自治会の観点からは、確実に×になる。このことは、前回

の住民監査請求の添付資料、さらに補完資料①から④までに詳しく記載し、

監査請求資料として提示している。これを、「本件連合自治会の認可地縁団

体としての不備等についての当否を判断するまでもなく・・・」という切り

捨てる扱いを受けている。 

    前回の住民監査請求の資料７頁には、「しかし、連合の会則第７条による

「選出」はできたが、第１１条、第１２条に則った「選任］が成立していな

いため、現時点（平成２８年８月１４日）、平成２８年度の連合は、外観上

はあるように見えるが、存在していない可能性があると訴えている。本件無

償譲渡に係る覚書の当事者乙が、不存在などという事態では、当事者として

の資格はゼロであると明確に問題点を指摘している。これを、「本件連合自

治会の認可地縁団体としての不備等についての当否を判断するまでもな

く・・・」という前回の監査結果が、監査になっていなかったのである。前
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回の監査結果を覆す事実が発生した。新しい事実をもとに、新しい監査を請

求する。一事不再理に配慮し、今回の住民監査請求は、過日の監査から欠如

している乙の観点からの請求に限定する。（なお、甲の観点は、三田市市議

会宛の文書（「三田市の監査制度の充実に向けて、議会、議員、事務局の活

動へのお願い」 平成２９年１月２７日付）において、別途、議会、議員、

事務局としての活動を要望し、是正措置を求めている。） 

    懸念する問題として、次のような現実がある。 

   ア ■某マンション■■■コミュニティ部の新規加入問題の不備は、まった

く解消されていない。平成２９年２月１２日に予定されているやり直しの

総会においても、現在の進行状況では、是正されない可能性がある。通常

であれば、５月末が総会？予定である。しかし、総会そのものが開催され

ていない。区分所有者と位置づけられる構成員が大多数を占めることも、

不動産を総有しているという概念に抵触する。 

   イ 本件連合自治会の会則に則った選任ができるかどうか。会則の運用にい

くつか疑念がある。 

   ウ 平成２８年４月から平成２９年２月までの間にいろいろと決定してきた

ことを確実に追認できるかどうか。平成２９年３月１２日に追認したとし

て、それは理事会において承認されたということであって、地域住民の合

意を得たという実態と結びつかない。本件コミセンのような重大な問題は、

会則第１２条により総会議決事項である。平成２８年度新会長による総会

招集は、平成２９年３月１２日が最初の理事会開催では、現時点無理であ

る。３月に定期総会を開催するところもあれば、４月中旬、５月末という

ところもある。また、訴訟状態が続いており、まだ、総会を開催していな

い単位自治会もある。地域住民の合意を得るのはこれからである。総会開

催日は、３月下旬？になるのではないか。 

   エ 平成２８年度３月議会は、平成２９年２月２０日から３月２４日までで

ある。 

   オ 単位自治会において集会所を所有する話が出ていることも注意が必要で

ある。当該自治会が認可地縁団体になり、所有権を保有し、公民館を登記

すると、本件コミセンの保有との関係が難しくなる。将来、本件コミセン

の所有権の保有に関し、本件連合自治会が地縁による組織となるとき、当

該自治会の解散、公民館の所有権は？などをめぐって、新しい問題が出て

くる。この件の問題は、このようなことを地域の住民はまったく知らない

ということである。 

   カ 本件連合自治会の構成員は、各単位自治会の自治会長と副会長である。

本件連合自治会が本件コミセンを所有しているということは、約３０名の

構成員が所有していることになる。不合理である。 

   キ 本件連合自治会は、認可地縁団体ではない。自治会名で本件コミセンの
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所有権を保有できない。 

  ⑵ 監査請求の内容再掲 

    無償譲渡契約において、甲＝三田市は、当事者乙＝本件連合自治会の当事

者資格を調査、確認する責任と義務がある。三田市民の財産を処分する措置

は、いい加減な契約ではあってはならない。甲の行政上の責任を求める観点

から、住民監査を請求する。 

    本件無償譲渡に係る覚書は、「この覚書の成立を証するため、本書２通を

作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。」とい

う重要な契約である。三田市は、甲として、行政上の責任ある措置の当事者

乙の当事者資格を、職責をもって調査し、確認する義務がある。平成２８年

４月１０日の総会の不備により、不存在、無効、取り消しといった訴訟が提

起され、さらに同年８月１４日の臨時総会にも不備があり、さらに、新規の

訴訟の提起もなされた。平成２８年４月１０日の総会のやり直しのための平

成２９年２月１２日の総会、同年３月１２日の平成２８年度新役員による第

１回の理事会開催という事実を提示する。乙に当事者資格における不備が

多々あるので、当事者乙としての資格がないことを指摘されているにもかか

わらず、「本件連合自治会の認可地縁団体としての不備等についての当否を

判断するまでもなく・・・」という前回の監査結果では、監査委員による、

調査、確認ができていない。 

    資格のない当事者乙との契約は無効であるので、契約を取り消し、三田市

民の財産の回復を図ることを求める（自動的に消滅しているということであ

れば、住民に公表することを求める。）。 

    また、現在の法の問題、組織の問題の状況から判断して、本件コミセンの

是正措置はかなり困難で、長時間を要すると思われる。是正措置の見通しが

つくまで、無償貸付契約を締結することを求める。本件コミセンの建て替え

は、地域住民の福祉の向上のためと聞いている。 

 ２ 事実を証する書面 

   請求人からは事実を証する書面として下記の書面が提出されました。 

  ・ 判例（民集 第４１巻１号１２２頁） 

  ・ 請求人から三田市市議会宛の文書（「三田市の監査制度の充実に向けて、

議会、議員、事務局の活動へのお願い」 平成２９年１月２７日付） 

  ・ 寄らば大樹の陰 ２たす２は５ 

 

第３ 住民監査請求として受理できない理由 

  平成２９年２月２日付で収受した三田市職員措置請求書（住民監査請求書）

（以下「本件措置請求書」という。）並びにこれを補正するものとして同年２月

１３日付で収受したＨ２９年２月２日三田市職員措置請求における補正資料（以

下「本件補正資料」という。）並びに同年３月３日付で収受したＨ２９年２月２
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日三田市職員措置請求における補完資料その①（以下「本件補完資料①」とい

う。）、同月７日付で収受したＨ２９年２月２日三田市職員措置請求における補完

資料その②（以下「本件補完資料②」という。）及び同月２７日付で収受したＨ

２９年２月２日三田市職員措置請求における補完資料その③（以下「本件補完資

料③」という。）による住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）について、

監査委員会議において審査した結果、下記のとおり、自治法第２４２条に規定す

る住民監査請求として受理できないものであると判断しました。 

 １ 同一住民からの同一の行為を対象とする住民監査請求 

   同一住民からの同一の行為を対象とする住民監査請求については、これを不

適法とする本件判例があり、下記の旨が判示されています。 

  ・ 自治法第２４２条第１項の規定による住民監査請求に対し、同条第３項の

規定による監査委員の監査の結果が請求人に通知された場合において、請求

人たる住民は、右監査の結果に対して不服があるときは、同法第２４２条の

２第１項の規定に基づき同条の２第２項第１号の定める期間内に訴えを提起

すべきものであり、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為

又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求を重ねて行う

ことは許されていないものと解するのが相当である。所論は、先の監査請求

と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求であっても、新たに違法、

不当事由を追加し又は新証拠を資料として提出する場合には、別個の監査請

求として適法である旨主張するが、かかる見解は採用することができない。 

  ・ けだし、住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図

り、住民全体の利益を確保する見地から、当該普通地方公共団体の長その他

の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実につい

て、その監査と予防、是正等の措置とを監査委員に請求する権能を住民に与

えたものであって、監査委員は、監査請求の対象とされた行為又は怠る事実

につき違法、不当事由が存するか否かを監査するに当たり、住民が主張する

事由以外の点にわたって監査することができないとされているものではなく、

住民の主張する違法、不当事由や提出された証拠資料が異なることによって

監査請求が別個のものになるものではないからである。 

  ・ また、住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず当該普通

地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査

の機会を与え、当該行為又は当該怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共

団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするもの

であると解せられるところ、自治法第２４２条の２第１項は、「普通地方公

共団体の住民は、前条第１項の規定による請求をした場合において、 ～中

略～ 裁判所に対し、同条第１項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につ

き、訴えをもって次の各号に掲げる請求をすることができる。」と規定し、

住民訴訟は監査請求の対象とした違法な行為又は怠る事実についてこれを提
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起すべきものとされているのであって、当該行為又は当該怠る事実について

監査請求を経た以上、訴訟において監査請求の理由として主張した事由以外

の違法事由を主張することは何ら禁止されていないものと解せられる。した

がって、主張する違法事由が異なるごとに監査請求を別個のものとしてこれ

を繰り返すことを認める必要も実益もないといわざるを得ない。 

  ・ 右と同旨の見解に立ち、原審の適法に確定した事実関係の下において、上

告人Ａ１、同Ａ２、同Ａ３の第二回監査請求は第一回監査請求の反復であっ

て不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原

判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 

 ２ 住民監査請求において対象とする行為 

  ⑴ 住民監査請求の対象とする行為の摘示 

    自治法第２４２条に規定する住民監査請求は、同法第７５条に規定する住

民による事務監査請求の制度のように、地方公共団体の事務一般の違法又は

不当を問題とするための制度とは異なり、地方公共団体の財務会計の適正な

実現を目的として、租税その他の公租公課を負担する住民に、その個人的な

利益とは直接には関係なく請求を認めた制度であるとされています。 

    このため、住民監査請求において対象とされる事項は、自治法第２４２条

第１項所定の財務会計上の行為に限られていることから、財務会計上の行為

ではない、すなわち財務的処理を目的としない一般行政目的上の行為は、住

民監査請求の対象とはならないものであるとともに、請求人は対象とする違

法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、他の事項から区

別し特定して認識できるように、個別的、具体的に摘示することを要するこ

ととされています。 

    また、この住民監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には、

住民監査請求をする住民の選択に係るものであるとされています。 

  ⑵ 本件監査請求において監査対象とする行為 

    本件措置請求書について監査委員会議において審査した結果、本件措置請

求書において監査請求の対象とする行為について、前回の住民監査請求にお

いて監査対象とする行為との差異が確認できなかったことから、本件措置請

求書において監査請求の対象とする行為について個別的かつ具体的に摘示す

るよう補正を求めたところ、本件補正資料において下記の旨が摘示されまし

た。 

   ・ 平成２８年９月１日付の本件無償譲渡に係る覚書は、本件連合自治会が

不存在であったことから、無効であったという監査結果を求める。三田市

は、契約を取り消し、三田市の財産の回復を図る措置を求める。さらに、

是正措置の見通しがつくまで、無償貸付契約を締結することを求める。 

    なお、本件補完資料①、本件補完資料②及び本件補完資料③については、

本件監査請求書において監査対象とする行為として上記とは別の行為を摘示
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するものではなく、上記の行為が違法・不当であるとする事由を補完するも

のとなっていました。 

  ⑶ 前回の住民監査請求において監査対象とする行為 

    前回の住民監査請求については、平成２８年９月１日付で三田市と本件連

合自治会との間で締結した本件無償譲渡に係る覚書が、法を順守しておらず、

また、「本件連合自治会は、現時点において、認可地縁団体ではない。」、「三

田市長は、本件連合自治会が不動産の権利を保有するための認可をしていな

い。」、「本件連合自治会は、会則に則って承認された組織ではないので、不

存在である。」、「本件連合自治会に加入したとする組織の加入手続に、疑義

がある。」、「区分所有者の法的な位置づけに、疑義がある。」ことにより、本

件連合自治会に本件無償譲渡に係る覚書の当事者としての資格がないことか

ら、本件無償譲渡が不法・無効なものであり、違法・不当な財産処分に当た

るとして、三田市長に対して、本件無償譲渡に係る覚書を取り消し、三田市

民の財産の回復を図り、改めて無償貸付契約を締結することを求めるもので

あると解し、これを監査対象としました。 

    また、前回の監査請求は本件監査請求と同一住民から請求されたものとな

っています。 

 ３ 結 論 

   上記のとおり、本件監査請求と前回の監査請求については、監査対象とする

行為が違法・不当であると主張する事由に若干の差異があるものの、これらは

同一住民から請求されたものであるとともに、監査対象とする行為として同一

の行為（平成２８年９月１日付で三田市と本件連合会との間で締結した本件無

償譲渡に係る覚書に基づき本件コミセンが三田市から本件連合会に無償譲渡さ

れたこと）を摘示するものであるところ、本件判例において「同一住民が先に

監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事

実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないものと解するのが

相当である。所論は、先の監査請求と同一の行為又は怠る事実を対象とする監

査請求であっても、新たに違法、不当事由を追加し又は新証拠を資料として提

出する場合には、別個の監査請求として適法である旨主張するが、かかる見解

は採用することができない。」と判示されています。 

   また、本件判例において「自治法第２４２条の２第１項は、「普通地方公共

団体の住民は、前条第１項の規定による請求をした場合において、 ～中略～ 

裁判所に対し、同条第１項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴え

をもって次の各号に掲げる請求をすることができる。」と規定し、住民訴訟は

監査請求の対象とした違法な行為又は怠る事実についてこれを提起すべきもの

とされているのであって、当該行為又は当該怠る事実について監査請求を経た

以上、訴訟において監査請求の理由として主張した事由以外の違法事由を主張

することは何ら禁止されていないものと解せられる。したがって、主張する違
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法事由が異なるごとに監査請求を別個のものとしてこれを繰り返すことを認め

る必要も実益もないといわざるを得ない。」と判示されています。 

   これらのことからすると、本件監査請求は前回の監査請求の反復であって不

適法なものであることから、自治法第２４２条に規定する住民監査請求として

受理できないものであると判断しました。 

 


